
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）

一
二
三

改
正
後
欄

表
中
中
欄

一
〜一
六

要
す
る
費
用
の
見

込
額
（
当
該
額
に

給
付
費
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
に
限

る
。）、
介
護
納
付

金
の
納
付
に
要
す

る
費
用
の
見
込
額

及
び
流
行
初
期
医

療
確
保
拠
出
金
の

納
付
に
要
す
る
費

用
の
見
込
額
を
除

く
。）（
前
期
高
齢

者
交
付
金
見
込
額

が
あ
る
場
合
に
は

、
当
該
額
に
一
か

ら
給
付
費
割
合
を

控
除
し
た
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
を

合
算
し
た
額
）
を

控
除
し
た
額

要
す
る
費
用
の
見

込
額
（
当
該
額
に

給
付
費
割
合
を
乗

じ
て
得
た
額
に
限

る
。）、
介
護
納
付

金
の
納
付
に
要
す

る
費
用
の
見
込
額

及
び
流
行
初
期
医

療
確
保
拠
出
金
の

納
付
に
要
す
る
費

用
の
見
込
額
を
除

く
。）（
前
期
高
齢

者
交
付
金
見
込
額

が
あ
る
場
合
に
は

、
当
該
額
に
一
か

ら
給
付
費
割
合
を

控
除
し
た
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
を

合
算
し
た
額
）
を

控
除
し
た
額

一
二
四

〃表中
下
欄

終
り
か
ら六
第
一
号
ホ
に
掲
げ

る
割
合

第
一
号
ホ
に
掲
げ

る
割
合

（
原
稿
誤
り
）

一
一
二

第
一
条
改

正
後
欄七
五

五

令和年月日 金曜日 第号官 報
外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
松
尾
眞

理
子
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、

本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。令

和
七
年
五
月
二
日

東
京
都
江
東
区
新
砂
三
丁
目
二
番
九
号

Ｎ
Ｂ
Ｃ

Ｏ
ｌ
ｙ
ｍ
ｐ
ｉ
ｃ
ｓ

Ｌ
Ｌ
Ｃ

日
本
に
お
け
る
代
表
者

松
尾
眞
理
子

株
式
移
転
に
つ
き
株
券
等
提
出
公
告

当
社
は
、
Ｌ
Ｌ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
２
株
式
会
社
を
完

全
親
会
社
と
す
る
株
式
移
転
を
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方
は
、
株
券
提
出
日

で
あ
る
令
和
七
年
六
月
三
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ

い
。令

和
七
年
五
月
二
日

福
岡
県
福
岡
市
東
区
松
島
三
丁
目
三
〇
番
二
三
号

株
式
会
社
ル
ル
ア
ー
ク

代
表
取
締
役

長
友

伸
二

暗
号
資
産
交
換
業
の
一
部
廃
止
の
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
六
月
二
日
を
も
っ
て
暗
号
資
産
交

換
業
に
お
い
て
取
り
扱
っ
て
い
る
「
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン

キ
ャ
ッ
シ
ュ
（
以
下
「
Ｂ
Ｃ
Ｈ
」
と
い
い
ま
す
。）」、「
ラ

イ
ト
コ
イ
ン
（
以
下
「
Ｌ
Ｔ
Ｃ
」
と
い
い
ま
す
。）」の
取

り
扱
い
を
廃
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

令
和
七
年
五
月
二
日
時
点
で
の
お
客
様
か
ら
の
Ｂ
Ｃ

Ｈ
、
Ｌ
Ｔ
Ｃ
に
か
か
る
お
預
入
れ
資
産
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん

の
で
、
本
件
に
か
か
る
返
還
は
発
生
い
た
し
ま
せ
ん
。
令

和
七
年
六
月
二
日
時
点
で
当
社
が
管
理
す
る
Ｂ
Ｃ
Ｈ
、
Ｌ

Ｔ
Ｃ
に
か
か
る
お
預
入
れ
資
産
に
つ
き
ま
し
て
は
、
以
下

の
と
お
り
、
返
還
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

一

お
客
様
の
Ｂ
Ｃ
Ｈ
、
Ｌ
Ｔ
Ｃ
は
、
お
客
様
が
指
定
す

る
送
付
先
ウ
ォ
レ
ッ
ト
ア
ド
レ
ス
に
対
し
て
当
社
か
ら

送
付
す
る
方
法
に
よ
り
返
還
い
た
し
ま
す
。

二

当
社
が
定
め
る
期
限
ま
で
に
前
記
一
の
方
法
に
よ
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、
当
社
が
適
当
と
判
断
す
る

時
期
お
よ
び
方
法
に
よ
り
返
還
い
た
し
ま
す
。

以
上
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
六
十
三
の
二
十
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
日

大
阪
市
西
区
江
戸
堀
二

一

一
江
戸
堀
セ
ン

タ
ー
ビ
ル

株
式
会
社
ガ
イ
ア

代
表
取
締
役

小
倉

基
宏

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
七
億
千
六
百
九
十
八

万
五
千
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次

の
と
お
り
で
す
。

h
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en
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l2̲tm

k
202412

令
和
七
年
五
月
二
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
〇
番
五
号
デ
ロ
イ
ト

ト
ー
マ
ツ
赤
坂
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社

内

東
京
レ
ジ
デ
ン
シ
ャ
ル
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
百
万
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次

の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
k
a
sa
k
a -ta
x
.o
r.jp
/k
o
u
k
o
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u
/
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令
和
七
年
五
月
二
日

東
京
都
港
区
赤
坂
二
丁
目
一
〇
番
五
号
デ
ロ
イ
ト

ト
ー
マ
ツ
赤
坂
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
株
式
会
社

内

ジ
ラ
フ
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
特
定
目
的
会
社

取
締
役

山
﨑

亮
雄

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
社
は
、
令
和
七
年
一
月
八
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

に
よ
り
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
を
終
了
し
た
の
で
、

当
社
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す
る

者
は
、
本
公
告
掲
載
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
二
十

八
日
）の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
排
斥
し

ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
日

富
山
県
富
山
市
鍋
田
一
八
番
六
号

富
山
ヤ
ク
ル
ト
販
売
株
式
会
社
規
約
型
確
定
給
付

企
業
年
金

清
算
人

澤
井

宇
如

訂
正
公
告

令
和
七
年
四
月
十
六
日
掲
載
の
組
織
変
更
公
告
中
、
住

所
「
秋
田
県
北
秋
田
市
阿
仁
戸
鳥
内
字
家
ノ
前
一
〇
二
番

地
」
と
あ
る
は
、「
秋
田
県
北
秋
田
市
阿
仁
戸
鳥
内
字
家
ノ

前
一
〇
二
番
地
一
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
日

秋
田
県
北
秋
田
市
阿
仁
戸
鳥
内
字
家
ノ
前
一
〇
二

番
地
一

農
事
組
合
法
人
す
ず
き
農
産

理
事

鈴
木

豊

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
一
号
）
公
布

厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
（
国
民
健
康
保
険
の
事
務
費

負
担
金
等
の
交
付
額
等
の
算
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
第
七
十
一
号
）
公
布

厚
生
労
働
省
令
第
三
十
二
号
（
医
療
法
施
行
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
）
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